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(57)【要約】
組織アブレーションの際に熱傷を低減するための方法で
あって、アブレーションカテーテルを患者の体内の第１
の臓器上のアブレーション箇所に配置し、アブレーショ
ンカテーテルにエネルギーを供給して、第１の臓器の組
織をアブレーション箇所で加熱し、マイクロ波アンテナ
と、アンテナ出力に応答し且つアンテナによってピック
アップされた熱照射に対応する温度信号を生成するため
の放射計を収容するプローブを備えているマイクロ波放
射分析装置を提供し、アブレーション箇所に隣接する壁
部部分を有する患者の体内の第２の臓器の身体通路内に
プローブを、マイクロ波アンテナがアブレーション箇所
に対向する測定箇所に配置されるように配置し、放射分
析装置を使用して、第２の臓器の組織における深部での
温度を測定箇所で測定して、対応する温度信号を提供し
、温度信号に応答して、第２の臓器の組織に熱傷を生じ
させない所定の値より小さい第２の臓器の組織の温度を
維持するようにアブレーションカテーテルを制御するこ
とを含む。上記方法を実施するための装置も開示されて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アブレーションカテーテルを、患者の体内の第１の臓器上のアブレーション箇所に配置
し、
　前記アブレーションカテーテルへエネルギーを供給して、前記第１の臓器の組織を前記
アブレーション箇所で加熱し、
　マイクロ波アンテナ、及び前記アンテナの出力に応答し且つ前記アンテナによってピッ
クアップされた熱的照射に対応する温度信号を生成するための放射計を収容するプローブ
を備えているマイクロ波放射分析装置を提供し、
　前記プローブを、前記アブレーション箇所に隣接する壁部部分を有する患者の体内の第
２の臓器の身体通路内に、前記マイクロ波アンテナが前記アブレーション箇所に対向する
測定箇所に配置されるように配置し、
　放射分析装置を用いて、前記第２の臓器の組織内の深部での温度を前記測定箇所で測定
し、対応する温度信号を提供し、
　前記温度信号に応答して前記アブレーションカテーテルを制御し、前記第２の臓器の組
織の温度を、前記第２の臓器の組織に熱傷が生じない特定の値より小さく維持することを
含む、組織アブレーションの際に熱傷を低減する方法。
【請求項２】
　前記第１の臓器が心臓であり、前記第２の臓器が食道である、請求項１に記載の方法請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の臓器が尿道であり、前記第２の臓器が直腸である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アブレーションカテーテルが、前記アブレーションカテーテルと前記アブレーショ
ン箇所との間の距離を変更することによって、制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アブレーションカテーテルが、加熱エレメントを備えており、当該加熱エレメント
に適用される電流を調整することによって制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記アブレーションカテーテルが、ＲＰアンテナを備えており、当該ＲＦアンテナに適
用されるエネルギーを調整することによって制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記プローブを冷却し、それにより、前記第１の臓器の組織をアブレーションしている
間に前記第２の臓器の組織を冷却することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記冷却することが、前記温度信号に応答して、前記プローブを通して流体を流すこと
並びに流体の流量及び／又は温度を調節することによって達成される、請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　患者の体内の第１の臓器上のアブレーション箇所に配置するためのアブレーションカテ
ーテル、
　前記アブレーションカテーテルにエネルギーを提供し、前記アブレーション箇所で前記
第１の臓器の組織を加熱するための装置、
　マイクロ波アンテナ、及び前記アンテナの出力に応答し且つ前記アンテナによってピッ
クアップされた熱的照射に対応する温度信号を生成するための放射計を収容するプローブ
を備えているマイクロ波放射分析装置であって、前記プローブが、前記アブレーション箇
所に隣接する壁部部分を有する患者の体内の第２の臓器の身体通路内に、前記マイクロ波
アンテナが前記アブレーション箇所に対向する測定箇所に配置されるように配置されてお
り、前記放射分析装置が、前記第２の臓器の組織内の深部での温度を前記測定箇所で測定
し、対応する温度信号を提供するようになっている、マイクロ波放射分析装置、並びに
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　前記アブレーションカテーテルを前記温度信号に応答して制御し、それにより前記第２
の臓器組織に熱傷を生じさせない所定の値より低い第２の臓器の組織の温度を維持するよ
うにする制御器を備えている、組織アブレーションの際の熱傷を低減するための装置。
【請求項１０】
　前記第１の臓器が心臓であり、前記第２の臓器が食道である、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１の臓器が尿道であり、前記第２の臓器が直腸である、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アブレーションカテーテルが、加熱エレメントを備えており、前記制御器が、当該
加熱エレメントに適用させる電流を調整する装置を備えている、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記アブレーションカテーテルが、ＲＦアンテナを備えており、前記制御器が、当該Ｒ
Ｆアンテナに供給されるエネルギーを調整するための装置を備えている、請求項９に記載
の装置。
【請求項１４】
　前記プローブを通して冷却流体を流すための装置、及び
　前記冷却流体の流量及び／又は温度を制御し、前記第１の臓器の組織をアブレーション
する際に、前記第２の臓器の組織を冷却する制御装置をさらに備えている、請求項９に記
載の装置。
【請求項１５】
　前記放射分析装置が、前記第２の臓器組織の温度を指標するための温度信号に応答する
温度指標も含む、請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００９年１月２０日付出願の米国特許仮出願第６１／１４５，８００号の
利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、心臓のアブレーション（焼灼）処置時の食道への熱的負傷を最小限にするた
めの方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　解剖学的に、食道は、左心房の部分に極めて接近しており、それと接触している場合も
多い。よって、心臓における様々な不整脈を治療するために左心房の特定の領域をアブレ
ーションすることにより、意図せずに食道に熱的な損傷を生じさせることがあり、重篤な
結果を招いてしまうことも多い。本発明は、特に、心臓アブレーションの際に、深部での
食道壁部の温度を測定し、監視し、それにより壁部の過熱を回避するための技術に関する
。
【０００４】
　典型的な心臓アブレーション処置の際には、電極カテーテルを用いて、通常心臓の左側
の心臓組織を、標的とする組織に意図的に抵抗体によってダメージを与えるのに十分に加
熱し、それにより潜在的に命に関わる心不整脈を治療する。典型的には、３０～６０秒間
、７０℃を超える温度での組織の加熱は、壊死が起こるに十分である。この処置は、２０
年前に最初に試みられたものであり、大抵の上室性頻脈（supraventricular tacchycardi
as、ＳＶＴ）に対する標準的な治療方法となっている。治療の際、通常ＲＦ周波数領域で
の電磁エネルギーを、電極カテーテルの先端と患者の背中に着脱可能に取り付けた接地板
との間に印加し、電気回路を形成する。この回路における最大の抵抗点、通常はカテーテ
ル先端と心臓組織との間の界面は、最も熱くなる領域であり、よって不整脈を正常化する
ために心臓組織に意図的に不可逆的な損傷を起こし得る。
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【０００５】
　標準的なＳＶＴアブレーション処置では、カテーテルに接触する組織において発生した
熱は、カテーテル先端に設けられたサーミスタ又は熱電対のような温度センサで監視され
る。センサからの信号は、外部制御ユニット内のディスプレイに適用され、手術医（外科
医）が、必要に応じてアブレーションカテーテルへの電力（出力）を調整することができ
るようにし、壊死を起こさせるのに十分であるが、麻痺若しくは発作及び／又は心臓の血
管壁を破裂させ得る微小気泡（ポッピング（popping））の形成を生じさせ得る組織の表
面焦げを生じさせるのには十分でない組織の加熱を提供する。また、場合によっては、温
度センサからの同じ出力が使用されて、ＲＦ発生器へフィードバック信号が供給され、そ
れにより、アブレーションカテーテルと接触させた組織の加熱が自動的に制御される。
【０００６】
　時間と共に得られた経験から、手術医は、患者の好ましい結果を得るためには、徐々に
深く心臓の左側の組織を焼かなくてはならないことを見出した。上述の組織の表面焦げを
最小限にするためには、今日のアブレーションカテーテルの先端は、カテーテルを通して
流体を循環させることによって冷却できる。しかし、この人工的な冷却により損傷部はず
っと深くなり、また食道が、そのような処置の際に多くの場合アブレーションされる左心
房の領域に比較的近く位置していることによって、加熱し、それにより破壊しようとして
いる左心房の部分のアブレーションによって、食道が不注意にも過熱され損傷し得る大き
なリスクがある。このことは、食道の潰瘍、出血、食道壁の穿孔のような深刻な合併症、
及び患者の死をも招くことがある。
【０００７】
　食道への熱的損傷を防ぐことを意図した、心臓アブレーション処置の際に食道へ挿入す
るためのカテーテル装置がある。そのような装置の１つは、冷却された流体がバルーンカ
テーテルを通って食道壁部へと供給するものであり、熱交換の原理を利用して当該壁部の
温度を低下させるものである。例えば、米国特許出願公開第２００７／００５５３２８Ａ
１号を参照。別のタイプの装置は、従来の点源温度センサ（point source temperature s
ensor）、例えば熱電対、サーミスタ、光ファイバプローブ又はこれらに類するものを保
持したカテーテルを利用し、アブレーションカテーテルへ供給される電力を切断又は減少
することによって、監視を行い、最終的には食道壁の過熱を防止する。例えば、米国特許
出願公開第２００７／００６６９６８Ａｌ号参照。
【０００８】
　食道のみを冷却する前者のタイプの食道カテーテルでは、食道の内表面の絶え間ない洗
浄を伴っていたとしても、食道の壁部又は外表面上に損傷が起こる場合があるし、このタ
イプの器具では、食道の壁部の効果的な冷却が達成されているかどうかを知る術はない。
つまり、例えば、ＲＦアブレーションカテーテルのような多くの能動的な冷却カテーテル
の場合と同様に、冷却剤が一旦導入されると、従来の温度センサを使用して、組織の温度
を監視することができない。それというのは、このようなセンサは、一点で温度を感知す
るのみであり、深部で感知する訳ではないからである。したがって、上記のセンサは、冷
却剤の温度を測定するのみであり、組織の温度を測定するものではない。よって、上記の
ような食道の冷却カテーテルが温度測定を可能にするとしても、一旦冷却が開始された後
は食道の温度を正確に測定することはできないであろう。さらに、表面の冷却がそのよう
なカテーテルを用いて達成されても、冷却の効率についての指標はなく、壁部中の深部で
の又は食道の外表面での温度上昇は測定されない。
【０００９】
　その外表面上に従来の温度センサを有する上記後者のタイプの食道のカテーテルは、食
道の内表面の温度を測定することしかできず、また、点で測定しかできず、深部で測定で
きないので、食道の過熱の問題の極めて遅れた指標を提供することとなる。臨床的な例で
は、従来の表面センサを使用した場合、手術医は、１～２℃の温度上昇が記録されると食
道への熱的な損傷を報告する。これは、そのようなカテーテルによって検知又は報告され
ない食道壁部の深部での熱の形成（発生）が明らかにあるからである。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の課題は、食道壁部の温度を、食道が冷却されているかどうかに関
係なく、深部で正確に測定するための方法を提供することである。
【００１１】
　本発明の別の課題は、アブレーション処置の際に食道の内表面を効果的に冷却する方法
を提供し、それにより、食道壁部の深部で及び外表面で温度を正確に測定しながら、意図
せぬ熱的損傷から食道を保護することである。
【００１２】
　本発明のさらなる課題は、全体の冷却の効率、つまり食道の内表面だけでなく食道壁部
の深部及びその外表面での冷却の効率も正確に測定する方法を提供することである。
【００１３】
　さらに本発明の別の課題は、孔の空いた食道若しくは心房食道瘻（つまり、左心房と食
道との間での不都合な接続）を起こす可能性を低減させる方法を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらなる課題は、アブレーション処置の際に、意図しない組織の損傷を防ぐた
めに手術医に提供される情報を低減する方法を提供することである。
【００１５】
　本発明のさらに別の課題は、食道に隣接した心臓の外壁のアブレーションが成功したこ
との指標を、食道へ損傷が生じ得る前に、提供することができる方法を提供することであ
る。
【００１６】
　本発明のさらなる課題は、所与の方向からの温度の測定を簡単にする方法を提供するこ
とである。
【００１７】
　追加的な課題は、全ての方向（全方向、omni-directional）からの温度測定を容易にす
る方法を提供することである。
【００１８】
　本発明のさらに別の課題は、上記方法を実施するための装置を提供することである。
【００１９】
　本発明のさらに別の課題は、患者の良好な結果が得られる確率を向上させる、心臓アブ
レーションの際に食道の温度を測定するための装置を提供することである。
【００２０】
　本発明のさらなる課題は、意図せぬ組織の損傷を防止するために、関連の装置に制御信
号を提供することができる、食道の温度を測定するための装置である。
【００２１】
　別の課題は、ある程度は自明であり、またある程度は以下の説明より明かとなろう。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　したがって、本発明は、いくつかのステップ及びそのようなステップの１つ以上と別の
各ステップとの関係、並びにそのようなステップを行うために用いられる構造、エレメン
トの組合せ及び部分の配置の特徴を具現化する装置を含み、これらの全ては、以下の詳細
な説明に例示されている。
【００２３】
　簡単に述べると、上記方法に関し、温度感知マイクロ波アンテナプローブを、アブレー
ションを行おうとする組織に隣接した身体通路又は空洞内へ、当該プローブが前記通路又
は空洞の、前記組織とは反対の側に位置するように挿入する。本明細書では、プローブが
、患者の、心臓の隣にある食道に配置される心臓アブレーション処置の際に実施される方
法について記述する。しかし、この方法は、別の処置、例えば、アブレーションカテーテ
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ルが患者の尿道内に配置され且つ本発明に組み込まれる温度プローブが直腸内に配置され
る良性の前立腺肥大症（ＢＰＨ）の治療に関連して用いることができることを理解された
い。
【００２４】
　明らかに、温度プローブは、その機能を発揮させるためには、身体通路内を目標の箇所
へと通すことができるように、直径が小さく且つ極めて可撓性でなければならない。プロ
ーブは、目標の箇所の表示、洗浄又は目標箇所の冷却等の公知の手段を利用して様々な補
助的な処置を簡易化することも必要とされ得る。
【００２５】
　温度プローブは、長い可撓性のサービスラインによって外部制御ユニットに接続されて
おり、当該外部制御ユニットは、プローブ内のアンテナによってピックアップされた、検
査される組織の温度を反映するマイクロ波放射を検出する、好ましくは放射計の形態のレ
シーバを備えている。レシーバは、対応する温度信号を発生させ、当該温度信号は、その
温度を指標するようディスプレイを制御するために使用することができる。
【００２６】
　好ましくは、プローブアンテナは、当該プローブアンテナが、それが配置された通路又
は空洞の壁部の比較的深い領域から、またその壁部の外表面からも放射をピックアップす
ることができるように選択された周波数領域に適合したインピーダンスとなっている。
【００２７】
　心不整脈のための心臓アブレーション処置の際、アブレーションカテーテルが心臓の左
心房内に通され、それにより、エネルギーを、カテーテル先端から左心房の後方壁部の組
織内へと伝達することができる。すると、その壁部で加熱が起こり、左心房の局所的な壊
死を生じさせ、不整脈を阻止する傷害部を生じさせる。
【００２８】
　この方法によれば、上記処置の際、患者の心臓におけるアブレーション箇所に極めて近
接している食道の組織の深部での温度が、マイクロ波放射分析を利用して測定され、その
測定が、意図せずに食道に生じ得る潜在的な損傷を判断（決定）するのに使用される。マ
イクロ波放射分析は体積温度（volumetric temperature）を測定するので、その測定は、
組織に対する温度プローブの接触角度とは無関係であり、組織上の点を測定するにすぎな
いサーミスタ及び熱電対を利用する従来の温度感知カテーテルの場合と異なる。マイクロ
波放射分析の性質のためもあり、食道壁部における深部での温度を、食道が冷却されてい
る時にも正確に測定することができる。
【００２９】
　よって、この方法及び装置を用いて、手術医は、心臓の左側の組織をアブレーションす
る間、リアルタイムで食道の温度を観察することができる。心臓アブレーションカテーテ
ルからのエネルギーが、心臓の外壁を越えて加熱し始め、不都合にも食道の隣接する前方
表面を加熱し始めると、食道に配置された温度プローブによってピックアップされた顕著
な温度上昇が現れ、それにより、装置のディスプレイが、手術医に、食道の潜在的な損傷
の明確で早期の警告を提供する。これは、上述のように、食道へのいかなる損傷もが重篤
な結果をもたらすことを考えると、極めて重要である。
【００３０】
　これもまた上述されているが、マイクロ波放射分析の性質のために、本願の方法を実施
するために使用される温度プローブは、壁部の組織の温度を正確に監視するばかりでなく
、食道壁を冷却するための冷却機能を有していてよい。
【００３１】
　加えて、このプローブを使用して、手術医は、心臓の、食道に対向する外表面の温度を
間接的に監視することもでき、それにより、心臓の外壁が十分にアブレーションされたか
どうかが判断され、これは、心房性細動のような病気の治療が成功するかどうかの大きな
指標となる。
【００３２】
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　従来の温度プロービング技術の場合と異なり、食道の不慮の過熱を回避しつつ、心臓の
安全なアブレーションを容易にする本発明の方法及び装置は、本質的に、人工的な冷却の
ため、プローブ自体の表面温度とは独立している。これは、マイクロ波放射分析が、組織
の深部での温度を測定し、プローブ中のアンテナによって生成されるアンテナパターンの
関数となっているからである。
【００３３】
　最後に、温度プローブからの温度信号は、プローブが冷却機能を備えている場合には、
温度プローブの冷却を制御するために使用することができる。これらのいくつかの信号は
、心臓組織をアブレーションするのに使用される関連のアブレーションカテーテルに供給
される出力の制御を助成するために使用することができる。
【００３４】
　本発明の性質及び課題を完全に理解するために、添付の図面と関連した以下の詳細な説
明を参照されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】患者の頭部及び胴部の略図であり、心臓の左心房内に設けられたアブレーション
カテーテルと、カテーテルに隣接して食道に配置された本発明によるマイクロ波アンテナ
を備えている温度プローブとを示している。
【図２】図１の温度プローブを含む、心臓アブレーションの際に食道に対する熱的損傷を
低減するための装置のブロック図である。
【図３】図１の温度プローブを詳細に示す、より大きなスケールの部分的な側面図である
。
【図４】プローブのようなアンテナパターンを示す略図である。
【図５】組織のアブレーションの際に、図４に示す温度プローブを使用して、深部での温
度を測定する放射計の出力を示すグラフの表示である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　まず、図面のうちの、左心室ＨＶ及び左心房ＨＡを有する心臓Ｈを有する患者の頭部及
び胴部を示す図１を参照されたい。通常そうであるように、心臓の左心房は、患者の食道
Ｅの前方壁部に、接触していなくとも極めて近接している。心臓アブレーション処置の際
、アブレーションカテーテルＣを、左心室ＨＶを介して左心房ＨＡへと通し、カテーテル
の作業端部Ｃ’を左心房の後方壁部に接触させる。
【００３７】
　このようなアブレーション処置の際、食道Ｅの過熱を防止するために、全体として番号
８で示され且つマイクロ波アンテナ１０（図３）を収容する温度プローブを、患者の鼻の
通路Ｎ内へと挿入し、プローブが、図１に示すアブレーション箇所にあるカテーテル端部
Ｃ’の直ぐ反対側に位置するまで、患者の咽頭Ｐを介して食道Ｅ内へと下方に通すことが
できる。本発明によれば、心臓ＨがカテーテルＣによってアブレーションされる時、プロ
ーブアンテナ１０が、食道の壁部Ｅｗの比較的深い領域からのマイクロ波の発振をピック
アップし、対応する温度信号を生成し、その信号を、食道の過熱を防ぐために本書で説明
するように使用することができる。
【００３８】
　図面の図２に示すように、プローブ８は、外部制御ユニット１２に、端部コネクタ１４
ａを有する長い可撓性の供給ライン１４によって接続されていてよく、端部コネクタ１４
ａは、ユニット１２上で嵌合コネクタ１２ａに接続されている。典型的には、プローブ８
は、長さ８０～１３０ｃｍ及び直径１～１０ｍｍのオーダーであってよく、可動型であっ
ても非可動型であってもよい。
【００３９】
　制御ユニット１２は、入力部を有する放射計１８を備えており、当該入力部には、アン
テナ１０が、供給ライン１４内の同軸ケーブル２０によって接続されている。放射計は、
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アンテナによってピックアップされたマイクロ波エネルギーに対応する温度信号を生成す
る。放射計は、１～４ＧＨｚ、好ましくは４ＧＨｚの中心周波数で操作され、それにより
、装置が、食道壁部の比較的深い領域からの発振を検出することができる。但し過度に深
い領域ではない。
【００４０】
　増幅器２２は、放射計からの信号を調整し、それをプロセッサ２４に送る。当該プロセ
ッサ２４は、プローブ８によってプローブ（検査）される組織の温度を表示することがで
きるディスプレイ２６を制御するための対応する制御信号を生成する。もちろん、ディス
プレイ２６は、装置の適切な操作に関連する他のパラメータを表示することができ、好ま
しくは、食道の組織温度を時間の関数として表示することができ、それにより、手術医は
、その温度をリアルタイムで見ることができる。プロセッサ２４は、ユニット１２の出力
端子２８に温度信号を供給することもできる。プロセッサ２４は、ユニット１２上の操作
者により制御される入力キーボード３０の制御ボタン３０ａを介して指示を受容すること
ができる。
【００４１】
　特定の応用例では、端子２８での制御信号は、アブレーションカテーテルＣに電力供給
するＲＦ発生器３４を備えている関連の心臓アブレーション装置３２に結合されてよい。
このようにして、その制御信号を、心臓Ｈ（図１）における目標とする組織にアブレーシ
ョンカテーテルＣによって供給されるエネルギーを制御するために使用することができる
。
【００４２】
　図２に示すように、制御ユニット１２は、プロセッサ２４によって制御され且つ１つ以
上のホース４２ａを介して、ユニット１２の外側に設けられた対応するコネクタ４２ｂに
接続されている冷却ユニット３８も備えていてよい。コネクタ４２ｂは、コネクタ１４ａ
に通ずる導管４４ｂの端部で、嵌め合いコネクタ４４ａに結合されていてよい。コネクタ
１４ａで、チューブ４４ｂは、供給ライン１４内の１つ以上の通路５６に接続されており
、それにより、冷却流体を、プローブ１０へと、また場合によりプローブ１０からも循環
させることができる。冷却流体が、食道Ｅを洗浄するために使用されている場合には、図
２に示すように、１つ又は複数の通路５６に接続された小さな穴５８がカテーテルに設け
られていてよい。プロセッサ２４は、プローブ８への冷却剤の流量を増加又は減少させる
ために冷却ユニット３８を制御することができ、且つ／又は冷却剤温度を変化させて、カ
テーテル先端Ｃ’（図１）に対向する食道壁Ｅｗの一部を所望の温度に保持することがで
きる。
【００４３】
　次に、温度プローブ８におけるアンテナ１０を詳細に示す図３を参照されたい。見て取
れるように、アンテナは、らせん形のアンテナであり、外部導体６２、内部導体６４、及
び低誘電率及び低損失正接を有し且つ２つの導体を分離するＰＴＦＥのような誘電材料６
６を備えている。２つの導体の近位の端部は、供給ライン１４における同軸ケーブル２０
に接続されており、誘電材料６６は、ライン１４内の１つ又は複数の通路５６からプロー
ブ８に設けられた穴５８に通ずる流体通路（図示せず）を形成していてよい。アンテナ１
０は、米国特許第５，６８３，３８２号に開示されているタイプのものであってよく、そ
の内容全体は参照によりここで援用される。図３のアンテナは、軸対象であり、全方向ア
ンテナパターンを有する。しかし、図面から分かるように、プローブ８は、指向性のアン
テナ（directional antenna）も含み得る。いずれの場合にも、アンテナ１０は、選択さ
れた放射計周波数、例えば４ＧＨｚに対する良好なインピーダンス適合を提供するように
、設計されるべきである。
【００４４】
　心臓アブレーション処置が関連の装置３２によって行われる場合、温度プローブ８は、
図１に示すように、カテーテル先端Ｃ’に対向する食道Ｅに配置されていてよく、食道の
壁部Ｅｗにおける深部での若しくは深度ごとの温度を感知する監視装置であってよい。放
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、作業位置での食道組織の温度を時間の関数として表示する。よって、操作を行う手術医
が、リアルタイムでのその温度を見ることができ、アブレーションカテーテルＣによる食
道の過熱を防ぐために迅速に反応することができる。例えば、キーパッド３０を使用して
、手術医は、プローブ８を適宜冷却することができ、且つ／又はアブレーションカテーテ
ルＣへの電力供給を減少させることができる。
【００４５】
　実施例
　図４に描画した温度プローブ８を用いて、組織の一部を冷却しながら組織内での深部で
の温度を記録できることを確かめるため試験を行った。試験は、２．４ＧＨｚでのマイク
ロ波出力の、カテーテルＣを介しての組織への送達によって行い、当該組織は、血液流を
モデルとするよう組織下を流れる体温の食塩水溶液によって能動的に冷却し、組織内の深
部での若しくは深度での温度を記録するためにプローブ８を配置した。図４のプローブ８
は、図３のプローブ８と類似であるが、アンテナ上に低誘電材料の本体を有しており、そ
れにより、図４のアンテナパターンの長手方向断面図から見て、アンテナが組織内を「見
」下ろすようになっている、つまり、アンテナが指向性を有する点で異なる。プローブ８
内のアンテナは、４ＧＨｚの周波数で作動する。図４に示すアンテナパターンは、受信モ
ードでなく、送信又は放射モードのアンテナにより得ることができることに留意されたい
。それというのは、これが慣例的であるからであって、それは相互関係によって２つのパ
ターンが同一であることになるためである。いずれの場合にも、選択された周波数でのア
ンテナパターンがプローブに沿って比較的均一であり、プローブの下に位置する組織内に
十分に到達していることは、図４から明かである。
【００４６】
　図５は、組織を冷却しながら、図４に示す組織における深部での温度を感知するプロー
ブ８によって、電力が組織へ供給される典型的な試験実施を示す。図５に示すように、温
度を示す放射計の読みは、組織が冷却されている時でも増加する。
【００４７】
　実施例では、温度プローブ８は、患者に、つまり心臓の左心房に近接した食道Ｅに挿入
することができる。手術医は、ディスプレイの温度の読みを観察しながら、アブレーショ
ンカテーテルに供給される電力を変更し、その電力を遮断し且つ／又は当該プローブに供
給される冷却剤の流量及び／又は温度を増加させることによって温度プローブ８への冷却
の効果を増大させることができる。
【００４８】
　よって、以上の説明から明らかとされたものが含まれる上述の課題は、効果的に達成さ
れ、また、特定の変更が、本発明の範囲から逸脱することがなければ、上述の方法を実施
する上で及び記載された構造において行うことができるので、上記説明に含まれる又は添
付の図面に示された全ての事項は、例示的なものであって、限定の意味はないものと解さ
れるべきである。
【００４９】
　以下の特許請求の範囲は、ここに記載の本発明の概括的な特徴及び具体的な特徴の全て
を包含することを意図していることも理解されたい。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月27日(2011.9.27)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明のさらなる課題は、アブレーション処置の際に、組織の意図しない損傷を防ぐた
めに手術医に提供される情報を低減する方法を提供することである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　温度プローブは、長い可撓性のサービスラインによって外部制御ユニットに接続されて
おり、当該外部制御ユニットは、プローブ内のアンテナによってピックアップされた、検
査される組織の温度を反映するマイクロ波放射を検出する、好ましくは放射計の形態のレ
シーバを備えている。レシーバは、その後直ぐに、対応する温度信号を発生させ、当該温
度信号は、その温度を指標するようディスプレイを制御するために使用することができる
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　心臓アブレーション処置が関連のアブレーション装置３２によって行われる場合、温度
プローブ８は、図１に示すように、カテーテル先端Ｃ’に対向する食道Ｅに配置されてい
てよく、食道の壁部Ｅｗにおける深部での若しくは深度ごとの温度を感知する監視装置で
あってよい。放射計１８からの温度指標信号は、プロセッサ２４によって処理され、ディ
スプレイ２６は、作業位置での食道組織の温度を時間の関数として表示する。よって、操
作を行う手術医が、リアルタイムでのその温度を見ることができ、アブレーションカテー
テルＣによる食道の過熱を防ぐために迅速に反応することができる。例えば、キーパッド
３０を使用して、手術医は、プローブ８を適宜冷却することができ、且つ／又はアブレー
ションカテーテルＣへの電力供給を減少させることができる。
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